
                          

ポジティブ・アクションとは？ 
個々の企業において、固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から、「営業職に女性はほとんど配置されていない」

「課長以上の管理職は男性が大半を占めている」等の差が男女労働者の間に生じている場合に、このような差の解消

を目指して、女性の能力発揮を図るために、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取組のことであり、男女の均等

な機会及び待遇を実質的に確保するために望ましいものです。 

（厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku04/index.html） 

女性の活躍推進協議会とは？ 
ポジティブ・アクションの取組をさらに広げ、より多くの企業に促していくために、平成１３年度より、行政と経

営者団体が連携して「女性の活躍推進協議会」を開催しています。 
（厚生労働省ホームページ：http://www.mhlw.go.jp/za/0825/a51/a51.html） 

 

女性の活躍推進協議会事務局 雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 

急速な少子・高齢化の進行により、人口減少社会に突入した現在、多様な人材が活躍し、能力をいかんな

く発揮できる環境を整備することは、これまで以上に重要な課題です。特に、意欲と能力がある女性がもっ

と活躍できる職場づくりのためには、ポジティブ・アクションが不可欠です。 

女性の活躍推進協議会は、ポジティブ・アクションへの関心、認知度を高め、ポジティブ・アクションの

取組に向けての社会的機運の醸成を図るため、企業、労使団体等がポジティブ・アクション普及促進の趣旨

に賛同して活動を行う際に利用することができるシンボルマークを募集しています。 

 

 企業、労使団体等がポジティブ・ア

クション普及促進の趣旨に賛同して活動を行う際

に利用することができるシンボルマーク（絵柄で

も図案でもかまいません）。 

ポジティブ・アクションの取組がイメージでき

るものとして、簡単明瞭でわかりやすいデザイン

とし、上下を明記してください。  

 特に制限はありません。どなたで

も応募できます。 

 作品及び作品の解説、氏名（ふり

がな）、年齢、職業、住所及び電話番号をご記入の

上、以下の宛先までお送りください。 

○電子メールの場合 KJKOYO@mhlw.go.jp 

メールの標題は「ポジティブ・アクションシ

ンボルマーク募集」としてください。電子デー

タは、１作品につき１ファイルとし、ファイル

形式は jpg または gif 形式としてください。画

像サイズは２ＭＢ（メガバイト）以内とします。 

○郵送の場合 

〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 

 女性の活躍推進協議会事務局 宛 

Ａ４サイズ白色用紙を縦に使用し、作品は 

１０cm×１０cmの枠内に描いてください。１作

品につき１枚プリントアウトしてください。 

 応募作品数の制限はあり

ません。ご自身で作成した未発表の作品に限りま

す。応募作品は返却いたしませんのであらかじめ

ご了承ください。シンボルマークの作成及び応募

に係る費用は応募者の負担とします。 

他の作品の模倣と認められる場合には、選定後

であっても決定を取り消します。また、類似と認

められる作品も決定を取り消す場合があります。 

 企業、労使団体等に幅広く活用し

てもらうため、選定された作品の著作権等一切の

権利は厚生労働省に帰属するものとします。応募

作品については印刷等の際に若干の修正をするこ

とがあります。 

作品に、ポジティブ・アクションがわかるよう

に文字等を加えることもあります。 

  
平成 21年 11 月 30日（月）必着 

郵送の場合は、当日消印有効とします。 

 女性の活躍推進協議会委員により、

１作品を選定します。 

 平成 22 年 1 月下旬以降に受賞者に連絡

の上、記念品を贈呈します。 

また、厚生労働省ホームページ等で発表する予

定です。 

 厚生労働省ホ

ームページに掲載する等により、企業、労使団体

等が自由にアクセス、利用できるようにする予定

です。 

  
厚生労働省雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課 

TEL：03-5253-1111（内線 7844） 


